
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －
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共同住宅 一般住宅、小規模共同住
宅が建ち並ぶ住宅地域

荏原中延310 m

特記すべき事項はない。 基準方位北　　　
４．２ｍ区道

荏原中延駅西方310 m

品川区のこの１年の動きは、コロナ禍を契機に人口が減少に転じる。
高齢化率は横ばい。土地の取引件数・面積は軟調、建築着工は堅調。

地域要因に特段の変動はみられない。品川区では平均的な所得者層を
需要者とする住宅地であり、所得環境が地価変動の主な要因となる。

個別的要因に変動はない。近隣地域では標準的な規模・画地等の条件
を有し、代替競争関係にある他の不動産と比較して競争力は平均的。

中小規模の一般住宅とアパートが建ち並ぶ住宅地域として既に熟成している。画地が細分化される傾向にあるが
、地域に急激な変動をもたらす特段の要因がみられないため、今後暫くは現状のまま推移するものと予測する。
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は居住環境や利便性を主とする中心的需要者の取引動機が色濃く反映され、実勢水準が的確に把握された価格
である。一方で、基準地の規模では収益性に優れた賃貸用建物の建築には小さ過ぎるため、収益価格が相対的に低位と
なった。ここでは、基準地が居住環境や利便性等の観点から代替不動産との比較において地価が形成される地域に存す
るため比準価格を重視し、収益価格を比較考量して、単価と総額の関係も踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

同一需給圏は私鉄沿線を中心とする品川区では平均的な住宅地が広がる圏域。需要者は戸建住宅を求める中位の所得者
が中心である。コロナ禍においても生活様式の変化や低金利等により住宅需要が比較的堅調である。一方で、供給に不
足感が聞かれる。また、所得の伸びが停滞する中で戸建住宅の価格を抑えるために画地が細分化されており、単価では
高い取引が目立つ。取引の中心は標準的規模の土地で５千万円前後、新築の戸建住宅で７千万円台半ばと把握される。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1
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品川(都) － 5
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基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 3

令和 3 7 1

令和 3 7 6

品川(都)　 － 5 東京都 区部第２ 不動産鑑定士  仲丸　智行          

共立鑑定株式会社

令和 3 6 25

令和 3 7 2

（その他）
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717,000

537,000

／

／

令和 3 540,000

50,400,000 681,000

□ □■

678,000

品川 8

100.4

100.0 100.0

100.0
681,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■

■

668,000

品川 8

678,000

+1.9 +0.4


